
入札に関する質疑 

件  名 （物品）8836_令和８年度ディスプレイ一体型電子黒板賃貸借（再公告） 

受付日 質疑 回答 

6/1 1 

 

・致し方ない事情で納期が遅延する場合は、協議を

します。指名停止や賠償金等については、その協議

を踏まえて判断します。 
 
・データ消去を行うのであれば、再利用を認めます。

ただし、その場合には、データ消去証明書の提出が

必要となります。なお、データ消去証明書は受注者

様式のもので良いこととします。 
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回答作成中 
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回答作成中 
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回答作成中 
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回答作成中 
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回答作成中 
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回答作成中 
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回答作成中 

 


